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ダクト内部の清掃不足は

＼ダクト火災につながります！／

ガスコンロ等の

一 以µV9、 I 厨房設備
一

火災予防条例（例） 三天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

（第3条の4) 四天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理する こと。
（昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号）
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